
豊中市はぐくみセンター
（こども家庭センター） について

豊中市こども未来部はぐくみセンター

令和７年（202５年）３月１４日
第7回FLECフォーラムプレセッション①資料
「あらためて、こども家庭センターはなぜ必要か」



R3年度 R4年度 R5年度

児相受理分 1,090 1,119 1,126

豊中市受理 1,159 1,058 1,312

計 2,249 2,177 2,438

３．子育て短期支援事業(ショートステイ事業)

４．児童虐待相談対応件数の推移（件）

豊中市の概要 面積36.6㎢（全域市街化区域） 東西6㎞、南北10.3㎞ 中核市

R3年度 R4年度 R5年度

訪問実施数(人) 2,958 2,944 2,938

２．乳児家庭全戸訪問事業(新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業)

R3年度 R4年度 R5年度

利用延べ人数 286 210 230
1

人口（人） 405,989

児
童
人
口

乳児（0～1歳） 5,887

幼児（2～5歳） 13,523

小学生年齢（6～11歳） 22,818

中学生年齢（12～14歳） 11,676

高校生年齢（15～17歳） 11,214

児童人口計 65,118

出生数(令和4年度) 3,048

１．人口、児童人口（住民台帳世帯人口より） R6.4.1現在

◎R6年3月定例運営会議
657事案（要保護509、要支援111、特定妊婦37）

●要保護児童等の実態把握、援助方針見直し等協議
●新規…毎月、定例（全件見直し）…3か月に1度

5．要保護児童対策地域協議会（運営会議）の状況

6．こども総合相談窓口

R3年度 R4年度 R5年度

相談件数 3,848 4,554 5,941

7．サポートプラン

R5年度
R6年度

(R7.2末現在）
R7年度
（目標）

作成件数 307 829 1,000



令和５年（2023年）４月 法施行に先駆け はぐくみセンター 始動！

豊中市
すべての妊産婦・子ども・子育て家庭に寄り添い、支援します

Point.2 家事支援や一時預かりなどの子育ち・子育て支援メニューを、質・量・種類ともに充実させ、
サービスの「利用しやすさ」を向上させます。支援を必要とする子育て家庭には、専門職チームが
サポートプランを作成。一人ひとりのニーズに応じ、確実に支援を届けます。

一人ひとりのニーズに応じ、確実に支援を提供

Point.1 妊娠前の相談、母子健康手帳交付時の医療職による全数面接、担当制で伴走型支援をスタート。児童発達支援
や教育の総合相談も含め、子ども家庭支援システムを活用した相談支援体制を充実させ、専門職チームにより
包括的な支援を展開。地域において、こども園等を中心とした体系化した相談支援ネットワークを構築。

児童福祉・母子保健・教育・障害児支援の包括的相談支援体制の構築

Point.3 子ども食堂や無料・低額の学習支援拠点を広く市域に展開。ネットワーク化（横連携）により支援必要性の高
い子どもを支える児童育成支援拠点を計画的に整備。拠点と他の居場所との縦連携により、主として学齢期の
要支援・要保護児童等に重層的な支援を実施。

こどもの居場所のネットワーク構築 支援が必要なこどもに過ごす場・支える場を提供

豊中市はぐくみセンター(こども家庭センター) の概要
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全庁横断的な支援体制の構築 ～児童福祉・母子保健・教育（児童生徒支援機能)・障害児支援～

● 各機関がそれぞれの専門性を生かした支援を行うとともに、こども家庭支援監のもと、切れめない包括的な支援を実施

● 園や学校、保健所、児童相談所など、子どもの育ちに関わる機関と協働しながら、多様で効果的な支援を展開

はぐくみセンター（こども家庭センター）

統括支援員のもと、合同会議でサポートプランを作成

おやこ保健課

保健視点でサポート

・すべての妊産婦や乳幼児へのアプ
ローチで予防・早期発見・支援

・妊娠前からの健康情報提供
・乳幼児健診等
・不妊・不育症相談支援
・未熟児・小児慢性特定疾病児医療費
助成、支援

子どもの育ち・家庭をサポート

・様々な機関で把握した支援が必要
な子どもや子育て家庭について、
サポートプランを作成

・利用勧奨し、確実に支援を導入
・ケースマネジメント、モニタリン

グの実施

こども安心課

支援・サービスの企画・提供

・支援メニュー企画創出
・こども総合相談
・家事育児支援、ショートステイ、
子どもの居場所等

・地域子育て支援の中核機関
（子育て支援センターほっぺ）

こども支援課

地域の障害児支援の中核施設

・発達支援の入り口としての相談機能
＜こども療育相談＞

・親子通所、親子教室
・障害児一時あずかり
・子どもの発達に関わる講座
・成人期への切れめない支援

児童発達支援センター

教育・学校との連携強化
＜こども・教育総合相談窓口＞

・学校等からの相談について早期
情報収集、状況把握

・支援プランの検討、個別支援の
実施

・不登校支援事業等との連携

児童生徒課（教育）【併任】

児童相談所

R７～(仮称)豊中市児童相談所

（R６：箕面子ども家庭センター）

多機関連携会議

重層的な相談支援

保健所

園

学校

関係機関

全庁横断的な支援体制の構築 ～児童福祉・母子保健・教育・障害児支援～

要保護児童対策地域協議会

学校
（ケース会議等）での

気づき
（スクリーニング）
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はぐくみセンターの『切れめない相談支援』 概要

支
援
サ
ー
ビ
ス

ハイリスク・
アプローチ

発生予防

早期発見
早期対応

ポピュレーション・
アプローチ

妊娠前・妊娠期（産前） 出産 乳児期（産後１年まで） 幼児期 学童期以降

妊娠・出産・子育て相談窓口

こども総合相談窓口

妊婦
健診
・訪問

産婦・新生児・乳幼児訪問
（乳児家庭全戸訪問事業）

産後ケア

乳幼児健診（健診未受診者全数把握）

利用者支援事業（地区担当保健師や子育てCDによる相談支援）

地域子育て支援センター

妊娠届時
医療職に
よる全数
面接

・妊娠期からの全数把握により
子育て支援情報の提供とリスクに
 応じた継続的な支援を実施

(電話･面接･訪問)
・出産応援金
・妊娠7か月アンケート
・産後の面談(乳児家庭全戸訪問)
・子育て応援金

育児支援家庭訪問

教育相談事業心の悩み相談

産前産後サポート事業

こども・教育総合相談窓口

合同会議・サポートプラン
確実に支援を届け、継続的に支援・モニタリングを実施

→母子保健と児童福祉・教育一体的な支援機能の強化

医ケア児や慢性疾患児、発達障害児への支援

出産応援金
7か月

アンケート
子育て応援金

要保護児童地域対策協議会

ハイリスク・アプローチ

ショートステイ

家庭児童相談

ヤングケアラー相談

不
妊
・
不
育
相
談
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こども総合相談

教育相談窓口

教育相談
（教育相談）

子ども専用
「とよなかっ子ダイヤル」

「とよなかっ子ライン」

子ども家庭支援、児童虐待相談、ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ相談
（こども安心課）

こども・教育
総合相談窓口

来庁型＠庄内コラボ分室

子育て心の悩
み相談

こども総合相談窓口（こども支援課）
（0～18歳未満の子ども家庭の相談） いじめ・不登校

・問題行動等相談

乳幼児子育て相談
（子育て支援センターほっぺ）

妊娠期・乳幼児期の相談
（おやこ保健課・こども支援課）

妊娠・出産・子育て
相談窓口

子育て相談
各市立こども園

こども療育相談
（児童発達支援センター）

若者総合相談窓口
（くらし支援課）

こころの健康相談
（保健所）

妊産婦・子どもに関わる相談窓口は相互に情報共有・連携し、一元的支援を実現。（「子ども家庭支援システム」の活用）
こども総合相談窓口（こども・教育総合相談窓口）で受けた相談は、適宜最適な窓口へつなぎ、その後のフォローアップも実施。
各窓口でキャッチした包括的支援が必要な子ども・家庭については、こども安心課のもとサポートプランを作成のうえ、確実に支援につなぐ。

義務教育期の相談
（児童生徒課）

発達・療育相談
精神保健相談

包括的支援が必要なケースについては

サポートプランの作成・継続支援
ひとり親家庭相談
（子育て給付課）

その他

相談窓口の一体的運営

はぐくみセンター
（子ども家庭支援システムのもと相互連携）

5



開発状況

システムのポイント

〇11システムから子どもとその世帯員のサービス受給情報等を連携するとともに、こども安心課、こども支援課、児童生徒課の
相談支援記録をすべて一元管理。

〇要対協にかかる情報は母子保健主担ケース含め一元管理し、サポートプランについても共有。
実務者会議（運営会議）にもPCを持ち込みシステムを活用して、詳細情報を共有。

〇相談情報の電子決裁が可能。

予防支援の強化、支援の的確化・迅速化をめざし、令和４年度中にシステム開発。令和5年３月1日稼動開始。（情報連携については一部4月稼動）

個人情報の共有の根拠について

〇令和５年４月１日以降は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）が適用されることとなるが、児童虐待や子どもの問題行動等の予防
措置、早期支援については同法第６９条第２項第２号に掲げる相当理由に該当すると判断するもの。（改正前条例下においても、令和４年２月８日
「豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会」にて諮問、それぞれの目的外利用、外部収集について承認を得ている。）

閲覧制限について

早期支援のために共有することをふまえ、下記のとおり設定。

〇連携情報については、基本的にはすべて閲覧可能。
〇各係の相談対応歴（相談有無及び所管課）については、すべ
て閲覧可能。
〇ただし、取扱注意の連携情報及び各係の相談対応記録につ
いては緊急性・必要性に応じ、当面、全課の係長以上職員のみ
閲覧可とする。

子ども家庭支援システム（情報一元管理）について
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【問題行動（いじめ、暴力、非行など）】
・児童生徒の情報を定期的な調査等で生徒指導係に報告
・生徒指導係からの助言をもとにケース会議を開催

→整理された情報をこども・教育総合相談窓口に報告

【不登校】
・スクリーニングシートを 活用し、児童生徒の変化を早期発見
・校内ケース会議等を開催

→整理された情報をこども・教育総合相談窓口に報告
→ケース会議に参加しているSSWから創造活動係に詳細を報告

学 校

児童生徒・保護者等からの相談等

児童生徒課
（生徒指導係・創造活動係・
支援教育係・教育相談係）

情報共有

報
告
・
相
談

報告・相談

・SSWから報告された内容や学校に対して行った
助言の内容をこども・教育総合相談と情報共有

報
告

助言

こども・教育総合相談窓口
（児童生徒課・こども支援課併任）

【ケース検証】

・専門家（精神科医、弁護士、
SSWSV、SCSV、PSWなど）が
リスク判断を行い、今後の対応を
検討

・リスク評価を行い必要な支援等
課題を整理した状態で、はぐくみ
センター（合同ケース会議）に報告

・スクールソーシャルワーカー配置事業
・スクールサポーター配置事業
・スクールカウンセラー派遣事業

・障害児介助員配置事業
・医療的ケア・就学相談
・支援学級設置

・巡回相談
・院内学級設置

【学校支援の体制】

・学校問題解決支援事業
・教育相談（来所・電話）
・不登校支援事業

【虐待・虐待疑い】 → こども安心課・箕面こども家庭センター（児相）へ速やかに通告

はぐくみセンター

支援方針共有

助
言

合
同
ケ
ー
ス
会
議

学童期の切れめのない支援 ～学校を軸とした支援の流れ（支援の必要な児童生徒の把握）
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要対協問題行動等防止ネットワーク部会
（いじめ・不登校（長期欠席）児童虐待対策連絡会議）



要対協と多機関連携会議などの会議体の役割分担

はぐくみセンター
各 課内会議

合同会議
■リスク判断

  ■支援方針決定
■SP案作成
■モニタリング

＼地域福祉ネットワーク会議(全体会) ／
■生活圏域毎に関係機関や地域住民が集まる場
①地域ネットワーク構築(地域力向上)
②地域課題の把握
③全体会は分野を超えて地域で丸ごと支える場

R５.４.1～運用開始

SP作成者
おやこ保健課
こども安心課

市民・関係機関

SP作成

要対協
(個別ケース
検討会議)

多機関
連携会議

こども・教育
総合相談窓口

＼地域福祉ネットワーク会議（こども部会）／ 
■上記会議の部会
■事務局は子育て支援センター
■小学校区ごとの顔の見える関係づくり
就学前から就学後まで地域におけるつながり
ある支援をめざす

・世帯に高齢者介護、障害者支援など複合的な課
題があり、世帯全体を俯瞰する必要がある場合、
また、世帯の適切な支援方針が定まらない、関係
課と役割分担が決まらないなど課題解決困難
ケースは多機関連携会議へつなぐ(移管するので
はなく、並行実施)

・要対協にのっておらず多機関で対応していく中
で世帯状況が悪化し、虐待の恐れがある場合は
要対協につながり要対協がメインで動く（並行し
て多機関連携会議でも進捗管理)

＼子どもの相談支援ネットワーク会議／
（こども施策推進本部会議実務担当者会議）
■庁内・関係機関の窓口連携仕組み作り
■国際交流センター・社協・男女共同参画推進
センターすてっぷ等もオブザーバー参加

連携

しくみづくり、連携構築のための会議体

個別支援のための会議体・支援のフロー

【子どもの視点から世帯を支援】
・子ども（妊婦）の支援の主担当

【世帯全体を俯瞰】
・会議開催に向けた各関係課（機関）との調整・支援調整

※多機関連携会議・・・社会福祉法上の「支援会議」。地域共生課のエ
リア担当職員が中心となり、多機関連携のコーディネートを行う。

課題解決の困難ケースについて、
並行して検討・進捗管理
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一時預かり

・民間、公立こども園等
・一時保育
・障害児一時預かりほか

・産後ケア事業
・子育て短期支援事業
・母子ショート（今後）

・育児支援家庭訪問
・家事支援

親子関係形成支援

・ペアレントトレーニングほか

家事育児支援

ショートステイ 等

・こども園等
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・放課後こどもクラブ

通所施設

・地域子育て支援センター
（子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置）
・マイ子育てひろば（＊3）
・子育てサロン、サークル

交流・相談の場

・こども食堂、学習支援
・児童育成支援拠点
・教育支援ｾﾝﾀｰ（不登校支援）
・自習室など
その他多様な居場所

子どもの居場所
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社会福祉協議会、
福祉・就労・医療等 関係機関

子育てサロン、民生児童委員、
NPO団体、青少年健全育成団体等

利用しやすさ向上！はぐくみセンターがハブとなる 地域社会全体での支援体制

● 身近な相談・支援体制を徒歩圏内（おおむね中学校区単位）に整える

● 支援サービスを、質・量・種類ともに確保し、利用しやすさを向上！

● 潜在的な支援ニーズを確実に支援サービスに結び付け、地域社会全体で妊産婦、子ども、子育て家庭を支援

地域子育て支援拠点（地域子育て支援センター）
マイ子育てひろば（＊3）等

（＊3：身近な地域のかかりつけ相談の場として今後展開）

情報
共有
・
連携
・
開拓

園、学校、療育機関

はぐくみセンター
母子保健・児童福祉（障害児
支援を含む）・教育による

一体的支援

妊産婦・子ども・子育て家庭の

支援ニーズ

（潜在的ニーズを含む）

利用
調整

地域の支援サービスの
利用しやすさ向上！
資源の開拓・見える化

発達

居場所

親子関係
悩み

負担感



事務局：こども安心課

豊中市子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童地域対策協議会）
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虐待の予防、発見、支援のための関係機関の連携・協力のしくみ

平成17年2月24日設置

（22機関・団体）
◎虐待や問題行動等の

情報交換・研修・地域啓発

◎具体ケースの状況把握

・対応・支援の検討
構 成 機 関

(一社)豊中市医師会

(一社)豊中市歯科医師会

豊中市私立幼稚園連合会

豊中市民間保育園連合会

豊中市認定こども園協議会

豊中市民生・児童委員協議会連合会

(社福)豊中市社会福祉協議会

(一財)とよなか男女共同参画推進財団

豊中市健康づくり推進員会

(一財)とよなか人権文化まちづくり協会

(公財)とよなか国際交流協会

人権擁護委員豊中地区委員会

豊中地区保護司会

大阪府箕面子ども家庭センター里親会

(社福)大阪水上隣保館

豊中警察署

豊中南警察署

大阪府箕面子ども家庭センター

市立豊中病院

消防局

豊中市教育委員会

豊中市

構成機関‥22（R2年度～）
会 議‥年１回
調整機関事務局‥こども安心課

代表者会議

（事務局：こども安心課）
地区担当 

実務者会議

個別ケース検討会議
対象児童及びその家庭に
関わる機関が参加

実務者会議：年2回（研修含：21団体）

（事務局：こども安心課）
ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ担当 

個別ケ-ス検討会議
対象児童及びその家庭に
関わる機関が参加

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ支援 運営会議
（年4回程度）

【内容】
・虐待のリスクはないがヤングケア
ラー支援が必要な案件

・ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ児童等の実態把握､
援助方針の見直し等の協議

【構成】 
こども安心課

虐待防止 運営会議
（年12回程度）

【内容】
要保護児童等の実態把握､
援助方針の見直し等の協議

【構成】
箕面子ども家庭センター､
おやこ保健課､児童生徒課､
こども事業課､福祉事務所、
こども支援課、こども安心課など

実務者会議

小中生徒指導担当者会議
年6回程度

豊中市教育委員会
小中生徒指導担当者会（生徒指導係）

いじめ・不登校（長期欠席）
・児童虐待対策連絡会議

年10回程度
児童生徒課・こども安心課

個別ケース検討会議
対象児童及びその家庭に関わる
機関が参加

児童虐待防止ネットワーク部会
（事務局：こども安心課）

問題行動等防止ネットワーク部会
（事務局：児童生徒課）



合
同
ケ
ー
ス
会
議

（
月
２
回
開
催
）

おやこ保健課
こども安心課
こども支援課
児童生徒課

担当課による一般的な相談支援

要対協での見守り・進行管理（事務局：こども安心課）

市
民
・
関
係
機
関
か
ら
の
相
談
等

はぐくみセンター （
妊
婦
・
保
護
者
へ
手
交
）

各
課
・
関
係
機
関
に
共
有

目
標
達
成
・
解
決

→
終
結

チェックシートにチェックがつかない場合 （担当課が不明の場合こども支援課が調整）

課
内
会
議

→

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
か
ら
リ
ス
ク
抽
出

支
援
メ
ニ
ュ
ー
等
実
施
（
各
課
）

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
実
施

ＳＴＥＰ１ (各担当課)

相談受理
ＳＴＥＰ３（こども安心課）

合同会議
ＳＴＥＰ４

ＳＰ作成
ＳＴＥＰ５

支  援
ＳＴＥＰ６

進行管理・見直し
ＳＴＥＰ２（各課 こども安心課）

アセスメント・リスク判定

調

査

安
全
確
認
/
指
導
助
言

通
告
受
理

①
特
定
妊
婦
及
び
虐
待
の
恐
れ
あ
り
の
児
童

② ①に該当しない

３
か
月
ご
と
見
直
し

※虐待・特妊アセスメント
シートが判断基準

Ｓ
Ｐ
作
成

要
対
協
台
帳
登
載

合同会議とサポートプラン作成フロー

①
・
②
を
判
断
※

各
課
か
ら
の
情
報
・
方
針
を
こ
ど
も
安
心
課
で
整
理

11

要保護・要支援に該当しない場合（要配慮）はこども安心課が
リスト化し状況確認 担当課が個別の支援メニュー等を実施
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● すべての妊婦・子ども・子育て家庭へのポピュレーションサービスから、個々のニーズに応
じた支援まで一体化した取り組みができる。

● 児童福祉、母子保健の組織を一つにしたことで、多面的な視点で課題を整理し、リスク把握
  の精度向上と適切な支援につなぐ判断がタイムリーに行えるようになった。
● 顔を合わせた協議の機会が増え、センター各課の職員のお互いの機能・役割の理解促進に

  つながった。
● 必要なサービス資源の創出について、合同ケース会議の中で現状や課題を共有できる機
会がもてるようになり、サービスの充実につながっている。

● たらいまわし厳禁
    担当業務外の相談でもいったん受け止める。子ども家庭支援システムにて過去の相談履歴
を確認後、センター内でアセスメントしたうえで適切な支援を行う。

● サポートプランの手交は、本人にとっての負担、スティグマとなる可能性もあり、対象者の
背景や、手交したプランを本人以外が見る可能性等への配慮を心掛けている。

● 信頼関係の構築に時間を要することが多いが、サポートプランありきの支援ではなく、傾
聴・共感を大切にし、ニーズ把握に努めている

はぐくみセンター設置による効果 １

設置の
効果

大切にして
いること
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はぐくみセンター設置による効果 ２

● センター開設当初は要対協運営会議と合同ケース会議の運用が錯綜していたが、現在は、要
対協運営会議のリスク管理を行ったうえで合同ケース会議で具体のサービスメニューを検
討している。

要対協
との関係

■合同ケース会議
● 専門職それぞれの役割に基づく、支援内容・支援の方向性の検討がスムーズになった。
● 支援やサービス導入の組み立てをチーム全体で検討し、「受け入れやすい支援」の視点でき
め細かな対応を検討できる体制となった。

● 合同ケース会議とサポートプランの運用体制が整備され、進捗管理が確実に行えるように
  なった。
■サポートプラン
● 本人の意向を丁寧に確認し、本人が受け入れやすい内容・表現を改めて考えるようになった。
● 職員の意識向上につながっている、さらなる職員の支援技術のスキルアップが課題。
● 対象者とともに、課題や目標を共有することで支援方針の見える化につながり、わかりやす
く切れめのない支援の推進につながっている。

● 同一組織となり、「支援チーム」一丸となる意識が深化した。
● システムによる情報一元化で、情報の共有が円滑になった。

関係者の
意識・変化

合同会議と
SPの意味



支援に必要な物的・人的資源の開拓・発見・創出

はぐくみセンター

資源ニーズの
モニタリング会議（年4回）

● 資源の不足、あったらいいなサービスを把握

⇒全職員へのアンケート調査（年1回）
⇒サポートプラン（個票）内に不足している資源を記入

●里親によるショートステイの新設
● 子育て世帯訪問、多胎児訪問の拡充
● 児童育成支援拠点の拡充
● 安心感の輪を公立・民間保育施設で展開
● ベビーシッターなど民間子育て支援サービス事業所の誘致・
開拓事業を新設
● ベビーシッター養成事業の開始

新たな資源の開拓・創出

こども支援課

こども安心課 おやこ保健課

● CW、保健師など向け資源メニュー研修
● CW、保健師など向け資源メニューのカタログを作成中

CW、保健師などの支援者が利用勧奨しやすい工夫

＋

はぐくみセンター設置による効果 ３

14
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はぐくみセンター設置による効果 ４

課題と
工夫

● 人材育成が大きな課題（約2/３が新人職員）
→研修の一部を母子保健、児童福祉合同開催とすることで、センター各課職員のお互い

 の機能・役割の理解促進や効率化につなげている。
● サービス資源が不十分
→資源ニーズのモニタリング会議開催により不足やニーズが高い資源を開拓・創出

● 市児童相談所との連動
→日々リスクが変動するケースの支援（主担機関の変更等）への対応として、調整会議の実

 施、橋渡し役のコーディネーター職員の配置について検討中。
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民間こども園等の
相談ネットワーク

地域子育て支援拠点
＋

地域子育て相談機関

保育所・幼稚園
＜保育・幼児教育＞
＜一時預かり等＞

産後ケア

放課後児童クラブ

AIによる支援プラン
＋

ベビシ、家事、送迎

全世帯育児支援
母子保健・児童福祉・教育・障害児支援

サポートプラン作成＋伴走型支援（給付）＋要対協

相談

支援

はぐくみセンター
妊
産
婦
支
援
・子
ど
も
子
育
て
支
援

社
会
的
養
育

連動

こどもの居場所
＜子ども食堂＞
＜学習支援＞

発達

居場所

親子関係

悩
み

負担感

様々な支援・サービスに確実につなぐ

児童発達支援
放課後等デイサービス

不登校支援

乳児家庭
全戸訪問健診

介入・措置
指導・支援

子ども子育て支援事業

＜子育て短期支援（レスパイト）、親子関係形成支
援、訪問家事支援、児童育成支援拠点＞

中核市だからこそできる支援＜こどもまんなか包括支援体制＞

民生委員・
児童委員

若者支援事業

＜若者支援総合相談窓口・ユースホーム事業
（高校生世代等の不登校支援）＞

国際交流
センター

母子父子福
祉センター

社協

就学・就労等自立にむけた支援

情報の連携
情報の連携

児童相談所・一時保護施設

児童家庭支援センター

里親＋里親支援センター

乳児院

●児童相談所とはぐくみセンターの２つのコントロールタワーが連動し、包括的な支援体制を構築します。
●それぞれの専門性を活かし、こども・家庭の状況に応じた支援を確実に行います。

児童養護施設

自立援助ホーム
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